
＜節税は経営者の義務である＞
税理⼠が教える、会社も社員も喜ぶ節税対策

２０２２年１０⽉２８⽇〜
２０２２年１０⽉３１⽇限定 ウェビナー



会社概要

中村太郎税理⼠事務所 （Nakamura Taro Tax Accountant Office）

ミーティングルーム

所在地︓〒160-0023 東京都新宿区⻄新宿7丁目4番7号 イマス浜田ビル３階
電話番号︓03-6302-0475 FAX︓03-6302-0474
創業︓2011年11月
社員︓16名（うち税理⼠２名、⾏政書⼠2名）
ホームページ︓http://www.nakamura-taro.com/
E-MAILアドレス︓info@nakamura-taro.com
▶ 東京税理⼠会 新宿支部所属 登録番号101928

事務所のエントランス



中村太郎（なかむら たろう）の経歴
1974年
1993年
1998年
1998年
2000年
2004年
2006年

2011年11月
2012年8月
2013年7月
2013年9月
2021年9月

︓ 大阪府堺市生まれ
︓ 奈良県⽴郡⼭⾼等学校卒業
︓ 和歌⼭大学経済学部経済学科卒業
︓ 大阪市内のサービス業に入社
︓ 辻正夫税理⼠事務所（現︓みのり税理⼠法⼈）入社
︓ 税理⼠試験合格
︓ みのり税理⼠法⼈ 東京事務所 初代代表に就任
︓ 中村太郎税理⼠事務所 開業
︓ 登録政治資⾦監査⼈
︓ 中小企業庁 経営革新等支援機関 認定
︓ 代々⽊から⻄新宿に事務所移転
︓ 著作がAmazon売れ筋ランキング２部門で１位（節税対策部門、税務会計部門）

中小企業を中心とした法人・個人への税務・財務指導を22年間で４０0社超経験。
税理⼠として中小企業の節税コンサルティングを得意とし、中小企業の起業相談や

税務・財務・経理・融資についての堅実なサポートに定評がある。

家族は妻、子供1⼈（⻑男1３歳）



メディア実績（雑誌）

「⽉刊プロパートナー」 6⽉号 「ほったらかし投資完全ガイド 最新版」週刊ダイヤモンド（令和３年２⽉１３⽇号）



メディア実績（ウェブサイト）

経営者インタビューサイト 「Manage Story」 「ダイヤモンド ONLINE」 2021年2⽉23⽇記事 「東洋経済オンライン」



メディア実績（Web メディア）

中小企業経営者支援のプラットフォーム Webメディア 「 THE OWNER 」 にて⽉３〜４本の記事を毎⽉執筆



メディア実績（ラジオ）

ＦＭカオン 「富澤泰之のみんなの相談室」 出演

メディア実績（テレビ）

⽇本テレビ 「真相報道バンキシャ︕」 出演



メディア実績（執筆）

Amazonランキング1位獲得 「中小企業の節税はじめに読む本」
節税対策部門と税務会計部門の２部門でランキング１位︕⼆冠達成



■中小企業の節税はじめに読む本■

①まずは中小企業の節税の基本を知る

②役員・従業員の給与で節税する

③退職金で節税する

④福利厚生費で節税する

⑤交際費で節税する

⑥印紙税で節税する

⑦売上、仕入で節税する

⑧減価償却で節税する

⑨決算直前、決算後に出来る節税策

⑩その他の節税と税務調査対策



①まずは中小企業の節税の基本を知る

１．本当の意味での節税を理解する

真の節税とは何か？

脱税（脱法行為による税金圧縮や課税逃れ）はＮＧ

節税（合法的に会社の税金の軽減を行う）

節税とは、法律の範囲内で、会社を健全に成長させ
るためのものである。



①まずは中小企業の節税の基本を知る

２．すべての経営者にとって節税は義務
である。

節税は、会社を成長させるためのものであり、同時に、
会社を守るためのものでもあります。

会社の業績は、さまざまな要因に影響されて変動します。

ライバル企業の出現、優れた代替品の開発、新型コロ
ナウイルス等、突然大きなダメージを受けることも。

黒字のときに節税をして資金を確保し、赤字に転落し
たときに備えるリスクマネジメントは、すべての経営者の
義務といえます。



①まずは中小企業の節税の基本を知る

３．節税に有利な「青色申告」を選択する

会社の法人の申告には「白色申告」と「青色申告」
がある。

節税に有利な申告は「青色申告」
（※届出書を期限内に提出する必要あり）

＜青色申告のメリット＞
１．欠損金の繰越し10年間（赤字を最長10年間繰越、将来の利益と相殺）
２．欠損金の繰戻しによる法人税還付（前期納税した法人税の払い戻し）
３．推計による更正又は決定の禁止（税務署による推計課税の対象外）
４．特別償却や税額控除（特定の資産を購入したり、投資などを行った場
合に通常の減価償却にプラスして割増償却や、税金控除を認めるもの）
５．少額減価償却資産の損金算入（30万円未満の資産を全額即時費用
に出来る。年間合計300万円まで可能）



①まずは中小企業の節税の基本を知る

４．会社と社員双方が嬉しい節税が理想
【法人が支払う税金】
会社の所得（利益）にかかる法人税、地方法人税、法人事業税、
法人道府県民税、法人市民税（東京都は法人都民税）などがある。

所得に関係なくかかる税金として、消費税、印紙税、固定資産税、
登録免許税、不動産取得税、事業所税などがある。

【個人が支払う税金】
所得税、住民税など
会社の役員や従業員が受け取る給与・賞与にかかる税金。

給与を受け取った個人にかかる税金のほうが高ければ、効果的
な節税対策とはいえません。

会社にも個人にも節税になるという対策が理想です。



①まずは中小企業の節税の基本を知る

５．効果的な節税のためには早めの準備を

ポイント１．節税対策は決算の2～3ヶ月前には始めること
会社の決算が終わってからできる節税対策はほとんど
ありません。遅くても決算の2～3ヶ月前に当期の最終的な
利益やどのくらいの税金が必要になるか納税予測を立て
ることができれば、残された期間で効果的な節税対策を行
うことができます。

ポイント２．「お金の不要な節税対策」を優先的に行うこと
節税対策には、「お金の必要な対策」と「お金の不要な対
策」があります。まずは「お金の不要な節税対策」を優先的
に行い、資金にゆとりがある時にだけ、お金の必要な節税
対策を検討するという順序を守ることが大切です。



②役員・従業員の給与で節税する

６．通勤手当の非課税枠を活用する

通常の給与や役員報酬で支給すると、源泉所得税が
発生する。

住宅手当を通勤手当と支給出来るのであれば、１ヶ月
あたり150,000円までを上限として非課税となる。

電車やバスなどの場合は実費が対象ですが、

マイカーや自転車で通勤している社員がいる場合、右
の１ヶ月当たりの限度額表を元に通勤手当を支給する
と源泉所得税の節税になります。

４４ページのコラムも参照



②役員・従業員の給与で節税する

７．出張手当を支給する

出張の多い会社なら、出張旅費規程を作成し、
「出張手当」を支給する。

この手当を支給する代わりに、出張に伴う経費精算を
しません。

この出張手当を支給すれば経費精算をする手間と、経
費精算をする方の人件費というコストをカットできます。

出張手当の良い点は、会社ではその全額が経費（旅
費交通費など）になり、支給を受けた役員・従業員には
所得税・住民税・社会保険料がかかりません。



■出張旅費規程サンプル■

第●条 （日当金額）
日帰り日当および宿泊日当は、出張日数、宿泊日数に応
じて次に定める定額を支給する。

資格区分 日帰り日当 宿泊日当

社長 25,000円 50,000円

役員 20,000円 40,000円

部長・次長 15,000円 30,000円

課長 10,000円 20,000円

係長以下 5,000円 10,000円



②役員・従業員の給与で節税する

８．社宅を賃貸する場合は一定額の家賃
を徴収する
ポイント.社宅は一定額の家賃を受け取れば給与扱いにならない
会社から社宅を賃貸し、決められた額以上の家賃を会社が徴収
していれば、「現物給与」の扱いはなく個人には課税されません。
会社で賃貸した物件を役員・従業員に貸す方法でも使えます。こ
のときポイントとなるのは、法人が賃貸借契約の当事者であること。

●役員・従業員から徴収する金額
現物給与にならないためにいくら家賃を徴収すれば良いかは、
役員・従業員で計算方法が異なります。

●役員から徴収する家賃の計算方法
役員から徴収する「賃貸料相当額」の計算方法は、右ページ参照。

●従業員から徴収する家賃の計算方法
従業員の場合、役員社宅の「小規模な住宅」の方法で計算した家賃の
「50％以上」です。役員のように小規模かどうかによる区別はありません。



②役員・従業員の給与で節税する

９．法人と個人の税率差を考え役員報酬
を支払う （単位：万円）

役員給与 法人所得 個人の税金 法人の税金 合計税額

0 2000 0 660 660

200 1800 9 594 603

400 1600 26 528 554

600 1400 51 462 513

800 1200 91 396 487

1000 1000 147 330 477

1200 800 207 264 471

1400 600 280 198 478

1600 400 360 132 492

1800 200 444 66 510

2000 0 530 0 530

※法人の税率は30％～35％程度ですが、ここでは便宜上、税率33％で計算

●会社に対する法人税等の税率・・・約33％
個人の所得に対する所得税・住民税の税率・・・約15％～55％
●所得税の税率が、所得に応じて5％～45％（住民税は一律10％）に設定
されているため、法人と個人を合わせた負担税額が少なくなるように、
納税額のシュミレーションをすることが大事。



③退職金で節税する

１７．退職金の支給が節税として効果的な理由

１．１年あたり４０万円（勤続年数２０年超部分は７０万
円）の退職所得控除あり。

２．上記退職所得控除を引いたあとの退職金に対して
２分の１をした後の所得に、税率をかけて所得税を確定。

※１．２より、給与所得よりもはるかに所得税・住民税の
税金が低くなる。さらに社会保険料も発生しないため、
会社や社員にとっても税金や手取りが多くなる。



③退職金で節税する

２４．生命保険と退職金を組み合わせる

生命保険：
養老保険 → 支払った保険料の半額が経費

社員や役員が退職する時期に合わせて、保険契約を
行う。

毎年保険料の１/２が経費となり、節税になると共に、保
険解約時に返戻金が利益になるが、退職金を同年度に
計上して、利益と経費を相殺。

※保険の解約年度と退職金の支給年度のタイミングを
合わせることが大事。



④福利厚生費で節税する

２５．社員旅行に行く際の注意点

ポイント．給与課税（現物給与）の対象とならないように
処理すること。

①旅行期間が「４泊５日以内」であること
海外旅行の場合、「４泊５日以内」かどうかは目的地滞在日数でカウントし
ます。飛行機内での1泊は計算しません。

②全社員の「50％以上」が参加すること
支店や支社別で実施する社員旅行の場合は、支店や支社ごとに「50％以
上」かどうかを判断します。なお役員だけで行う旅行は、福利厚生費になり
ません。また、家族しか参加しないような、実質的にプライベート旅行と変
わらないものも不可です。

③高額な旅行でないこと （おおむね会社負担額１０万円以内）

④旅行の不参加者に代わりの金銭を支給しないこと



４８． 電子契約書を利用する。

→印紙税は文書にかかる税金ですので、そもそも
文書（紙書類）を作成しなければ、印紙税は発生しない。

領収書や契約書等もＰＤＦやメールで送付すると印紙税
不要。

jinjerサインなどの電子契約書サービスを利用しよう。

印紙税が不要になる＋郵送の手間（封筒作成等）が無く
なり、社員の事務作業負担も減ります。

電子帳簿保存法（２０２４年１月義務化）に対応したサー
ビスを利用するようにしましょう。

⑥印紙税で節税する



⑨決算直前、決算後にできる節税策

６５．決算賞与を支給する
会社の節税になり、かつ、従業員のモチベーション、
満足度アップが期待出来ます。

決算後の支給でも要件を満たせば経費になります。

＜要件＞
①決算日までにその支給額を、各人別に、全ての従業
員に対して通知していること。

②通知をした金額を、決算日の翌日から１ヶ月以内に、
全ての従業員に全額支払うこと。

③通知した金額を、今期の経費として経理上、
損金処理していること。



■ その他節税対策 ■

①テレワークの社員に対する在宅勤務手当

●在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）
国税庁 令和３年５月３１日更新



■ その他節税事例 ■

①ー２．テレワークの社員に対するインターネット接続に係る通信料負担

●在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ
（源泉所得税関係）
国税庁 令和３年５月３１日更新

従業員が負担した通信費（電話・ネット等）
については、業務のために使用した部分を
合理的に計算して支給した場合、従業員に
対する給与として課税する必要は無い。

・電話料金（通話料、基本使用料）、
ネット通信料、FAXなどが対象

※合理的な計算方法は右算式を参照。



■ その他節税対策 ■

①ー３．テレワークの社員に対する電気料金負担

●在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ
（源泉所得税関係）
国税庁 令和３年５月３１日更新

従業員が負担した電気料金等（電気・水道等）
については、業務のために使用した部分を
合理的に計算して支給した場合、従業員に
対する給与として課税する必要は無い。

・電気料金、ガス料金、水道料金などが対象

※合理的な算式は電気料金の計算例です。

員に対する給与として課税しなくて差支えありません。



■ その他節税対策 ■

②．賃上げ促進税制を活用する

出典：中小企業庁HP

https://www.chusho.meti.go.jp/

zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
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■ その他節税対策 ■
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を活用する

出典：中小企業庁HP
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■ その他節税対策 ■

②．賃上げ促進税制
を活用する

出典：中小企業庁HP

https://www.chusho.meti.go.jp/

zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

② 外部講師等に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類する費用であること。
③ 法人等がその国内雇用者に対して、施設、設備その他資産（以下「施設等」）を賃借
又は使用して、教育訓練等を自ら行う費用であること。
④ 施設・備品・コンテンツ等の賃借又は使用に要する費用であること。



■ その他節税対策 ■

②．賃上げ促進税制
を活用する

出典：中小企業庁HP

https://www.chusho.meti.go.jp/

zaimu/zeisei/syotokukakudai.html



■ その他節税対策 ■

③．奨学金返還支援（代理返還）を活用する
（２０２１年４月から日本学生支援機構への直接送金制度開始）

①給料から奨学金の返還部分を天引きする。

②奨学金の返還部分を企業が直接、学生支援機構に支払う。

③社員は奨学金の返還部分が所得税と社会保険料の課税
対象外となり、所得税と社会保険料の節税（削減）になる。

④企業側も、社会保険料の企業側負担分が削減出来る。
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ご清聴頂きましてありがとうございました︕
中村太郎税理⼠事務所 スタッフ一同

今回の講演内容で、会社の財務内容が強化され、社員の⽅の満⾜度が向上できれば幸いです。


